
 

 

0 

第１章 

総論 

 

 

 

日立市 

上下水道事業 経営戦略 

＜改定版２０２５＞ 

【令和８（２０２６）年度～令和１７（２０３５）年度】 

 概 要 版  

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 次 

第１章 総論 １ 第３章 下水道事業 １６ 

第２章 水道事業 ２  １ 下水道事業の概要 １６ 

 １ 水道事業の概要 ２  ２ 下水道事業の現状と課題 １８ 

 ２ 水道事業の現状と課題 5  ３ 下水道事業の経営の基本方針 ２２ 

 ３ 水道事業の経営の基本方針 9  ４ 下水道の投資・財政計画 ２２ 

 ４ 水道事業の投資・財政計画 9  ５ 下水道事業の基本施策 27 

 ５ 水道事業の基本施策 １４ 第４章 経営戦略の検証等 30 



 

 

1 

第１章 

総論 

 

 

 

 

１ 改定趣旨 

（１） 経営戦略改定の目的・背景  

日立市上下水道事業経営戦略は、市民生活に不可欠な公共インフラである上下水道の将来に

わたる安定的な提供を継続するために、国（総務省）からの要請に応じ、本市上下水道事業の中長

期的な経営の基本計画として、平成３０（２０１８）年度に策定しました。 

策定から６年が経過し、上下水道事業を取り巻く経営環境は、前計画の推計を上回る急激な人

口減少による上下水道料金収入の減少とともに、施設の老朽化や物価上昇、耐震化対策に要する

費用の増大など、ますます厳しさを増しています。 

また、令和４（２０２２）年度には将来の安定給水を確保するための水道施設の在り方を検討し

たほか、令和５（２０２３）年度に発生した台風１３号に伴う豪雨被害を教訓とした池の川処理場の

耐水化対策などの新たな事業に取り組んでいます。 

さらに令和６（２０２４）年度には、水道行政の一部が厚生労働省から国土交通省に移管され、更

なる経営改革の推進等が求められています。こうした社会情勢の変化による計画と実績の乖離を

検証するとともに、経営の健全化、効率化に向けて検討した新たな取組を反映することで、経営

基盤の強化と財政マネジメントの向上を図り、安定的・効率的な上下水道経営を継続するために

経営戦略を改定するものです。 

 

（２） 経営戦略の位置づけ 

本計画は、国の計画（新水道ビジョン、新下水道ビジョン）を反映し、本市の上位計画（日立市総

合計画、日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略（第３期））との整合を図った上で、本市の上下水

道事業の経営の根幹となる基本計画とするとともに、上下水道ビジョンとしても位置づけていま

す。 

 

 本計画は中長期的な視点から経営基盤の強化等に取り組むため、経営戦略の計画期間は、令和

８（２０２６）年度から令和１７（２０３５）年度までの１０年間とします。 
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１ 水道事業の概要 

（１） 日立市（水道事業）の特徴 

水道事業では水道水の安定供給を確保するため、久慈川と十王川から取水しています。久慈川

は、市の最南端から滑川地区まで、給水区域の約８０％を賄い、これ以北は、十王川を水源として

います。主要な浄水場として、久慈川系の森山浄水場と十王川系の十王浄水場を有し、一部区域

では、状況に応じて両浄水場から水を融通しながら給水しています。 

 

（２） 沿革 

本市の水道は、昭和１５（１９４０）年８月に日立製作所の系列会社として、日立水道株式会社が

設立され、翌年の昭和１６（１９４１）年に市内の一部で給水が開始されました。 

昭和２１（１９４６）年１２月、市民生活に欠かすことができない上水道の供給は市が行うべきと

の考えから、日立水道株式会社を市が買収し、昭和２３（１９４８）年１０月１日から市営水道事業と

して供用を開始しました。 

その後、昭和３６（１９６１）年には、水道事業の健全経営を目的とした公営企業法適用化を行い

つつ、６期にわたる拡張工事を進め、市内の南部、中部及び西部は久慈川を水源とした森山浄水

場から、北部は十王川を水源とした十王浄水場から水道水を供給することにより、安定した給水

を行っています。 

平成１６（２００４）年１１月には日立市と十王町が合併し、旧十王町地区も日立市水道事業の給

水区域となりました。平成２８（２０１６）年４月には中里・諏訪大平田の簡易水道事業を上水道事

業に統合しました。 

 

（３） 事業の現況 

■日立市水道事業の概要（令和７年３月３１日現在 令和６年度決算値） 

ア 業務 

供用開始 昭和２３（１９４８）年１０月１日 

計画給水人口 182,300 人 

現在給水人口 160,318 人 

普及率 ９９．４％ 

令和６（２０２４）年度決算統計より 

イ 施設 

水源 表流水（久慈川、十王川） 地下水（大平田、いぶき台） 

取水導水施設 ５施設 

浄水施設 ４施設 

送水施設 １８施設 

配水施設 ６０施設 

管路延長 

導水管  １４．８ｋｍ 

送水管  ６５．２ｋｍ 

配水管 ９６５．６ｋｍ 

施設利用率 
森山浄水場 ４２．４％ 

十王浄水場 ６９．６％ 
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第２章 

水道事業 

  

ウ 料金 

本市の料金体系は、水道メーターの口径毎に区分し、基本料金と従量料金を設定しています。 

令和８年（２０２６）年４月１日付で水道料金を改定します。 

 

（令和８（２０２６）年４月１日改定料金の要旨） 

（ア） 平均改定率  

平均改定率を２０．０％とし、基本料金・従量料金を見直します。 

（イ） 一般家庭（水道メーター口径１３㎜～２５㎜）に配慮した料金体系 

一般家庭で使用水量が概ね３０㎥／月までの使用者が負担する料金の改定率を平均改定

率未満に抑制します。 

（ウ） 安定的な経営を確保する料金体系 

使用水量が減少傾向にある中で、安定的な経営の確保を図るため、使用水量の減少に影

響されにくい基本料金の収入割合を維持します。 

 

＜改定後の水道料金（例）※１か月当たりの税込料金＞（令和８年４月１日適用）   
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茨城県内の水道料金（水道料金改定後） 

 

 

 
「茨城県の水道」統計資料より抜粋 

 

令和８（2026）年３月末現在、県内事業体の水道料金の中で最も安価であった本市の水道料金

は、料金改定を行う令和８（2026）年４月以降においても、安価な水準を維持しています。 

エ 組織 

本市の水道事業は下水道事業とともに、企業局上下水道部という一つの組織で運営してい

ます。水道事業は事務部門である総務課、経理課、料金課と、技術部門である水道課、水道課管

路整備推進室及び浄水課から構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■口径 20 ㎜で月 20 ㎥を使用した場合                                      （税抜） 

（円） 
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２ 現状と課題  

（１） 人口・水需要の動向 

ア 行政人口及び給水人口の予測 

本市の行政人口及び給水人口については減少傾向にあります。令和６（２０２４）年度から令

和１７（２０３５）年度の予測では、行政人口は約２5，０００人（△15.7％）の減少となり、給水人

口は約 26，000 人（△１6.0％）の減少となる見込みです。 

行政人口と給水人口の推移 

イ 有収水量の予測 

料金収入の対象となる有収水量は、給水人口の減少に伴って減少傾向で推移し、令和１７（２

０３５）年度には、令和６（２０２４）年度に比べ、約１３％減少する見込みです。 

有収水量の推移
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ウ 料金収入の予測 

    給水人口及び有収水量の見通しから料金収入は、減少する見込みでしたが、令和８年(2026)

度の料金改定により、一時的に改善されました。しかし、その後の人口減少等により、再び減少

傾向となることが見込まれます。 

料金収入の推移 

（２） 普及状況（給水人口／行政人口） 

令和６（２０２４）年度の本市の普及率は、99.36％と県内でも高い水準にあり、今後も同程度

での推移が見込まれます。 

 

（３） 水源・水質の状況 

日立市の水道水は、久慈川と十王川の２水源から供給されています。いずれも良好な水質を保

つ一方で課題もあります。 

  久慈川は河口から約６km上流で取水しており、近年は気候変動により渇水期に海水が遡上し

て取水停止となる場合があります。安定給水のためには抜本的な対策が必要です。 

  十王川は十王ダムの放流水を利用しており、藻類発生時にはろ過池の閉塞などで浄水能力が

低下する恐れがあります。 

  このため、取水から給水まで全工程で水質を監視し、安全で安定した水の供給に努めています。 

 

（４） 施設状況 

導水管、送水管の布設年度のピークは、１９６０年代後半から１９７０年代前半、配水管は１９８０

年代後半であり老朽化が進んでいます。耐用年数が６０年の浄水施設等は、森山浄水場において、

法定耐用年数が超過し、老朽化が進んでいます。 

今後は老朽化対策として施設の更新が不可欠であり、地震対策と合わせて計画的に更新工事

を進める必要があります。 
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（５） 地震対策の状況 

本市の主要管路（導水管、送水管、口径２５０㎜以上の配水管）の耐震化率は４１％となっており、

優先順位を設けながら、更新工事に合わせて順次、耐震性能のある管種への更新を実施します。 

浄水場では、十王浄水場は耐震性能を満たしていますが、森山浄水場については、今後、施設

のダウンサイジングを考慮した耐震化対策を進める必要があります。 

 

（６） 危機管理体制の状況 

災害時における応急給水については、日立市地域防災計画に基づき、市内の公共施設２６か所

に組み立て式給水タンクを設置するとともに、事業所井戸の使用に関する協定を締結している４

事業所の協力を得て、給水活動を実施する計画となっています。 

今後は、災害時に応急給水所に来ることが困難な山側団地の給水活動の充実など、より効率

的・効果的な応急給水活動について検討する必要があります。 

 

（７） 環境・エネルギー対策 

水道事業は、エネルギー消費（ＣＯ２排出）産業の側面を有しており、省エネ等対策の促進などが

求められております。本市では、森山浄水場や取水ポンプ場における電気使用量の削減等、環境

負荷低減に取り組んでいます。今後は、森山浄水場内に建設した送水ポンプ棟にポンプ施設の集

約を図るなど、ポンプ台数の削減と送水に係るエネルギーの効率化など、更なる環境エネルギー

対策を進める必要があります。 

 

（８） お客様サービス、情報の提供・共有 

スマートフォン決済やクレジットカード決済を導入するなど、お客様の利便性やサービス向上の

ほか広報紙「企業局だより」（全戸配布）の発行や、ＳＮＳ等を活用した情報発信、ＹｏｕＴｕｂｅによ

るＰＲ動画の配信などにより水道事業への理解促進に取り組んでいます。今後も、事業を円滑に

進めるため、各種情報発信に努め、事業に関心を持っていただく必要があります。 

 

（９） 経営効率化の状況 

平成１８（２００６）年の上下水道部の統一等の組織改編及び職員数削減のほか、令和６（２０２４）

にはＡＩによる漏水調査を導入し作業コストの縮減を図るなど、様々な業務効率化を実施してきま

した。 

 

経営効率化に係る取組 

 

 

 

 

 各種職員手当の廃止 

 有収率の向上 

 夜間待機体制の見直し 

 企業債の繰上げ償還 

 ポンプ場受電方式の見直し 

 未利用地の売却 

 納入通知書の現地投函 

 広報紙への有料広告の掲載 

 上下水道料金システムの見直し 

 送水ポンプ施設の集約 
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（１０） 経営状況 

経常収支比率は１００％を超えており、令和５（２０２３）年度では全国類似団体平均       

（１０９．６７％）より高い水準（１１４．１４％）となっています。ただし、経年推移では、水道料金等の収

入が減少しており、また、物価上昇や施設更新等による動力費や減価償却費等の支出増加により令

和５（２０２３）年度に比べ５％以上減少しています。 

 

■経常収支比率の推移  

 

 

 

   

                                             

                                    

                            

      

      

      

      

      

      

      

（年度）
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３ 経営の基本方針 

（１） 理想像、基本理念 

国土交通省が示す「新水道ビジョン」における水道の理想像である「持続」、「安全」、「強靭」の実

現を共通のものとし、基本理念として「地域とともに、信頼を未来につなぐ日立の水道」を掲げて、

水道事業を展開していきます。 

基本理念 地域とともに、信頼を未来につなぐ日立の水道 

 

（２） 基本方針 

理想像、基本理念を踏まえ、基本方針「持続：経営基盤の強化と健全な経営の推進」、「安全：安

全・安心でおいしい水の供給」、「強靭：災害に強い水道の確立」ごとに施策を推進し、全ての利用

者に安全で安心な水道水を供給するため、更なる経営基盤の強化に努めます。 

理想像 基本方針 概要 

 

経営基盤の強化と健全な

経営の推進 

人口減少に伴う料金収入の減少や施設の老朽化に伴

う更新費用が増大する中においてもサービスを持続する

ため、徹底した経営基盤強化と健全経営の推進に取り組

みます。 

 
安全・安心でおいしい水

の供給 

「水安全計画」及び「水質検査計画」に基づく徹底した

水質管理や災害時の住民との連携により、安全で安心な

水を供給します。 

 

災害に強い水道の確立 

水道施設の計画的な耐震化、給水拠点整備等の危機

管理体制の構築など、災害に強い水道の確立に取り組み

ます。 

 

４ 投資・財政計画 

（１） 投資試算 

各投資事業の考え方と費用の見通し  

ア 数値目標（投資目標）の設定  

安全・安心な水を安定的に供給することを可能とするため、投資試算において、計画期間内に

達成すべき以下の目標を設定します。 

 数値目標（投資目標） 

          年度 

区分 
令和８（２０２6） 令和１２（２０30） 令和１７（２０35） 

管路更新率 ０．７％ ０．７％ ０．７％ 

有収率 ８８．５％ ８８．７％ ８８．9％ 

施設利用率 ４３．０％ ４０．８％ ３４．8％ 

管路経年化率 ３７．６％ ４９．１％ ６１．１％ 

主要管路の耐震化率 ４１．４％ ４４．５％ ４５．９％ 

持続 

安全 

強靭 
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イ 改築更新事業の主な内容 

これまで優先して更新、耐震化を行ってきた管路に加え、今後は管路以外の耐用年数を迎え

た施設についても、森山浄水場の更新や森山浄水場への大規模ポンプ施設の集約整備など本格

的な施設更新に着手します。また、今後の水需要に応じた管路口径の見直しや施設の統廃合・合

理化についても併せて計画しています。 

（ア） 施設 

① 取水・導水施設  

施設の老朽化対策として、令和８（２０２６）年度から低揚ポンプ場の長寿命化工事を開始し

ます。また、高揚ポンプ場のポンプ、受電盤等も老朽化しているため、計画的に更新していきま

す。 

② 浄水施設 

十王浄水場の２系列目整備による浄水能力強化を図るとともに、森山浄水場の施設（設備）

の長寿命化、ダウンサイジング及び改築更新を行います。 

   森山浄水場のダウンサイジング 

    施設能力：現状 １０３，０００㎥／日 → ５５，０００㎥／日 

   十王浄水場の浄水能力強化 

    施設能力：現状  １６，０００㎥／日 → ２７，０００㎥／日 

③ 送・配水施設  

大規模配水場の老朽化に伴う送水方法の変更により、森山浄水場内に築造した送水ポンプ

棟に各ポンプ場のポンプを集約します。 

（イ） 管路 

水道施設更新計画に基づき、優先度の高い管路から更新及び耐震化を進めます。また、送水

管、配水管については、更新に合わせて口径の見直しを進めるとともに、効率的な整備を図るた

め、想定耐用年数での更新を行います。 

（ウ） 耐震化事業 

管路については、優先度の高い管路の更新に合わせて耐震性能を備えた管材を採用し、耐震

化を推進します。 

浄水施設については、十王浄水場は耐震性が確保されていますが、森山浄水場がＬｖ２地震時

の耐力の不足が見られるため、耐震補強工事を実施し長寿命化を図っていきます。 

 

（２） 投資以外の経費 

投資以外の経費は、浄水、配水及び給水に係る費用、事務的経費、減価償却費や企業債利息等

経費です。これらの経費は、動力費等の物価上昇による維持管理経費のほか、施設、管路の更新

事業による減価償却費等や支払利息の増加に伴い、増加する見込みです。 

 

 

 

 



 

 11 

第２章 

水道事業 

 
（３） 財源試算 

ア 数値目標の設定 

  持続可能な財源水準を把握するために、財源試算において数値目標を設定します。 

          年度 

区分 
令和８（２０２6） 令和１２（２０30） 令和１７（２０３5） 

経常収支比率 １１１．９４％ １００．１１％ 100.00％ 

料金回収率 １１２．９６％ １００．１２％ 100.00％ 

資金残高 １，９８１百万円 ２，５７9 百万円 １１１百万円 

 

イ 収益的収入および資本的収入 

収益的収入は、水道事業の経営の根幹をなす収入で、水道料金収入が中心となります。今後

は、人口減少に伴う水需要の減少が見込まれるため、水道料金収入も減少していきます。 

資本的収入は、建設改良事業の財源である企業債や国県補助金などの収入です。 

 

（４） 投資・財政計画 

ア 収益的収支 

純損益は、令和８（２０２６）年度の水道料金の改定により令和１２（２０３０）年度までは、純利益

（黒字）を確保できる見込みですが、人口減少に伴う水道料金減少などの収入減や、減価償却費

等の増加傾向は続くと見込まれるため、令和１３（２０３１）年度に、約９,４０0 万円の純損失（赤字）

が生じる見込みであり、改めて、水道料金改定の検討が必要となります。 
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イ 資本的収支 

建設改良費は、令和９（２０２７）年度から十王浄水場２系列化事業に着手し、令和１２（２０３０）

年までは年間２５億円程度で推移します。その後、第２・第３導水管更新事業に着手することから

令和１３（２０３１）年度以降増加する見込みです。 

資金残高については、料金改定に伴い、令和１１（２０２９）年度に約２６億円まで増加する見込

みですが、その後は、建設改良費の増加及び水道料金の減少により、令和１７（２０３５）年度には

約１億円まで減少する見通しです。 

 

■資本的収支 
          

（百万円） 

 年度  

項目 

Ｒ８ 

２０２６ 

Ｒ９ 

２０２７ 

Ｒ１０ 

２０２８ 

Ｒ１１ 

２０２９ 

Ｒ１２ 

２０３０ 

Ｒ１３ 

２０３１ 

Ｒ１４ 

２０３２ 

Ｒ１５ 

２０３３ 

Ｒ１６ 

２０３４ 

Ｒ１7 

２０３5 
合計 

資本的収入 ２，１５４ １，８５８ ２，０９２ ２，３１８ ２，３３８ ３，５５２ ３，１９８ ３，１１４ ３，１８６ ２，９２５ ２６，７３５ 

  （うち企業債） ２，０９３ １，７９５ ２，０２９ ２，２５７ ２，２７７ ３，４８５ ３，１４３ ３，０４５ ３，１２４ ２，８５４ ２６，１０２ 

資本的支出 ３，３６２ ３，３５４ ３，５８７ ３，８８３ ３，９８１ ５，３６６ ５，０５８ ４，９９６ ５，２６５ ５，０４０ ４３，８９２ 

  （うち建設改良費） ２，４６４ ２，２６７ ２，４７２ ２，６５９ ２，６８０ ３，９４８ ３，５２５ ３，３４７ ３，４５１ ３，３２５ ３０，１３８ 

  （うち企業債償還金） ８９８ １，０８７ １，１１５ １，２２４ １，３０１ １，４１８ １，５３３ １，６４９ １，８１４ １，７１５ １３，７５４ 

資本的収支（△不足） △１，２０８ △１，４９６ △１，４９５ △１，５６５ △１，６４３ △１，８１４ △１，８６０ △１，８８２ △２，０７９ △２，１１５ △１７，１５７ 

資金残高 １，９８１ ２，２５９ ２，４９０ ２，６０２ ２，５７９ ２，４３２ ２，１０７ １，６６１ ９４７ １１１  

企業債未償還残高 １８，６８３ １９，３９２ ２０，３０６ ２１，３３９ ２２，３１５ ２４，３８２ ２５，９９２ ２７，３８９ ２８，６９９ ２９，８３８  

※ 資本的収支不足額は内部留保資金等により補填します。 

※ 各表は百万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。 

 

 

■ 収益的収支 
          

（百万円） 

年度  

項目 

Ｒ８ 

２０２６ 

Ｒ９ 

２０２７ 

Ｒ１０ 

２０２８ 

Ｒ１１ 

２０２９ 

Ｒ１２ 

２０３０ 

Ｒ１３ 

２０３１ 

Ｒ１４ 

２０３２ 

Ｒ１５ 

２０３３ 

Ｒ１６ 

２０３４ 

Ｒ１7 

２０３5 
合計 

収益的収入 ３，７４９ ３，７２４ ３，６９０ ３，６５５ ３，６２４ ３，５９２ ３，５５１ ３，５２２ ３，４９４ ３，４７１ ３６，０７２ 

  （うち料金収入） ３，２４８ ３，２２６ ３，１９６ ３，１７０ ３，１４４ ３，１２２ ３，０９１ ３，０６４ ３，０３８ ３，０１５ ３１，３１４ 

収益的支出 ３，３７６ ３，４３９ ３，４７３ ３，５５７ ３，６２０ ３，６８６ ３，７４６ ３，８２３ ３，８８８ ３，９５８ ３６，５６６ 

当年度純損益 ３７３ ２８５ ２１７ ９８ ４ △９４ △１９５ △３０１ △３９４ △４８７ △４９４ 
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（５） 今後の業績指標向上へのロードマップ 

経営の健全化を示す業績指標に係る数値目標の達成に向けて、次のロードマップのとおり、毎

年経営戦略の取組について検証を行うとともに、５年ごとに経営戦略の改定と投資・財政計画の

試算及び料金改定の必要性について検討します。 

 

ア 経営健全化に関する定量的な業績指標及び目標年限 

（ア）水道事業 目標 

 

（イ）ロードマップ 

 

イ 収入増加及び支出削減のための具体的な取組等 

収入増加に向けては、水道使用者の負担と経営安定の両面を見据え、５年毎に投資・財政計画

を試算するとともに、料金改定の必要性を検討します。支出削減に向けては、民間技術やデジタ

ル技術の活用の検討などを続ける中で最適となる支出削減の取組を実施します。なお、現在、数

値目標の達成に向けて、ポンプ等の運転効率化による動力費のほか、検針業務の効率化やＡＩを

活用した漏水調査による委託料の削減など、経費削減に係る取組を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度

区分 

令和６年度決算 

（現状値） 

令和８（２０２６） 

年度見込み 

令和１２（２０３０）

年度目標 

令和１７（２０３５）

年度目標 

経常収支比率 108.23％ １１１．９４％ １００．１１％ １００．００％ 

料金回収率 １０５．４１％ １１２．９６％ １００．１２％ １００．００％ 

年 度

区分 

Ｒ７ 
（２０２５） 

Ｒ８ 
（２０２６） 

Ｒ９ 
（２０２７） 

Ｒ１０ 
（２０２８） 

Ｒ１１ 
（２０２９） 

Ｒ１２ 
（２０３０） 

Ｒ１３ 
（２０３１） 

Ｒ１４ 
（２０３２） 

Ｒ１５ 
（２０３３） 

Ｒ１６ 
（２０３４） 

Ｒ１７ 
（２０３５） 

Ｒ１８ 
（２０３６） 

経営戦略改定 ◎     ◎     ◎  

経営戦略取組・ 

効果の検証 
            

収支再計算・ 

料金改定の検討 
◎     ◎     ◎  

必要に応じた 

料金改定の実施 
 ◎     ◎     ◎ 
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５ 基本施策 

 

【持続】経営基盤の強化と健全な経営の推進 

（１） 効率的な組織の整備 

事務事業の見直しやＤＸの推進、民間活用の可能性の検討など経営の効率化を進めながら、将来必要と

なる大規模更新事業を見据えた組織と職員数の適正化に努めます。 

（２） 技術継承と人材育成 

職員の退職に伴う技術・ノウハウの喪失への対策として、職場内研修（ＯＪＴ）を中心とした若手職員の育

成を行うとともに、日本水道協会等の外部団体が主催する水道に係る専門的な研修へ職員派遣を積極的

に実施するなど、一層の技術継承と人材育成の充実、強化を図ります。 

（３） 広域化の推進 

令和４（２０２２）年度に茨城県水道ビジョンで示された、県北広域圏（日立市、常陸太田市、高萩市、北茨

城市、常陸大宮市の一部、城里町、大子町）における薬品の共同発注等による経費削減の取組を検討しま

す。 

（４） 民間の資金・ノウハウの活用等 

本市における民間事業者等への業務委託は、浄水場における保安管理、水質検査の一部、設備点検、清

掃等や浄水汚泥の処理等で、既に実施しています。 

今後は、水道料金検針事務や収納事務等の包括的民間委託のほか、現在下水道事業で先行しているウ

ォーターＰＰＰ（施設の管理・更新を一体的に民間委託する方式）の導入可能性調査の実施について検討し

ていきます。 

（５） 料金改定 

人口減少等に伴い水道料金収入が減少する中、県内でも早期に整備された本市の水道施設は老朽化が

進行し、施設の老朽化対策や耐震化対策に係る経費が増大するなど厳しい経営環境に置かれています。今

後も引き続き安心、安全な水道事業サービスを安定的に提供するため、令和８（２０２６）年４月１日付で水

道料金の改定を行います。 

今回の料金改定により、令和１２（２０３０）年度までは必要な財源が確保できる見込みですが、今後の水

道料金収入の減少と必要な更新経費を踏まえた投資・財政計画では、令和１３（２０３１）年度には、再び損

益収支が赤字に転じる見込みのため料金改定の検討が必要となります。 

（6） 情報の提供・広報啓発活動 

広報紙やＳＮＳ、ＹｏｕＴｕｂｅを活用した事業紹介等、これまでの取組を基本とし、人口減少に伴う料金収

入の減少や水道施設の更新・耐震化事業の必要性等について、市民の理解を得られるよう広報活動の充

実に努めます。 

（7） 施設・設備の統廃合、合理化 

令和６（２０２４）年度に森山浄水場に築造した送水ポンプ棟にポンプを集約し、施設を統廃合することで

送水施設の効率化を図ります。 

また、十王浄水場の機能強化と森山浄水場のダウンサイジングを図るとともに、管路の更新に合わせた

管種や口径の見直しなど、更なる合理化を進めます。 



 

 15 

第２章 

水道事業 

 
（8） 予防保全型維持管理 

今後も日々の点検・調査結果を蓄積することにより、より精度の高い評価を行い、施設の維持管理に努

めます。また、電気設備については、突発的に動作不良になるというリスクがあることから、点検・調査結

果だけではなく、稼働時間による時間計画保全により予防保全を実施します。 

（9） その他経営基盤強化に関する事項 

ア 生成ＡＩのほか、Ｗｅｂ会議システムや上下水道施設台帳管理システムなどのＩＣＴツールを活用する

ことでＤＸを推進します。 

イ 衛星画像を活用した新たな漏水調査のほか、水管橋点検業務や管路腐食等試験掘など、有収率向上

に向けた漏水防止対策を推進します。 

ウ 電力需給がひっ迫する時間帯に電力使用量を抑制することで報酬が得られる「デマンドレスポンス」

の導入による社会貢献と新たな収入の確保を検討します。 

エ 施設の老朽化対策等に係る特定財源の確保を図るため、（公社）日本水道協会を通じた国等への要

望活動を実施します。 

【安全】安全・安心でおいしい水の供給 

（１） 水質管理体制の強化 

今後も関係機関との連携を図りながら高水準な水質管理を徹底するとともに、浄水処理技術に関する

先進事例の調査研究等、更なる水質管理体制の強化に努めます。 

（2） 水源の保全 

久慈川流域の水道事業体等で構成する久慈川水系水道事業連各協議会に参画し、久慈川の水源保全活

動に努めるほか、令和７（２０２５）年度には、十王取水場に取水場微量水中油分モニタを設置し、十王川で

の油流出事故の監視強化を図りました。 

（3） 住民との連携 

発災時の応急給水の実施に当たっては、日立市地域防災計画に基づき、多くの市民ができるだけスムー

ズに給水を受けられるように、応急給水所の管理運用について、各コミュニティ等と連携して対応します。 

【強靭】災害に強い水道の確立 

（1） 老朽化施設の改築・更新 

従来の予防保全と長寿命化の取組を基本としつつ、令和９（２０２７）年度からは「水道施設更新計画 

（Ⅱ期）」に着手し、上下水道一体での耐震化と老朽化施設の更新を計画的に推進し、将来にわたる安定的

な水道の確立に努めます。 

（2） 耐震化への取組 

令和６（２０２４）年度末の主要管路の耐震化率は４１.0％です。また、浄水施設は、令和１５（２０３３）年度

に基本設計を行い、森山浄水場の耐震化を実施する予定です。 

令和９（２０２７）年度からは「水道施設更新計画（Ⅱ期）」に着手し、能登半島地震を教訓とした上下水道

一体での耐震化を推進します。 

（3） 危機管理等の体制整備 

今後も地域コミュニティ等と連携したより実効性の伴う防災訓練を実施します。また、新たな応急給水

設備として貯水機能付き給水管等の新設や応急給水所まで来ることが困難な山側団地の市民の皆さんに

対し、軽貨物自動車への積載が可能な３００ℓ 給水タンクを活用した応急給水を検証するなど、更なる危機

管理体制の強化に取り組みます。 
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第３章 

下水道事業 

 

 

 

１ 下水道事業の概要 

（１） 日立市（下水道事業）の特徴 

本市の下水道事業は、次の三つの事業形態によって実施しています。 

・日立市公共下水道事業（中央処理区） 

・那珂久慈流域下水道関連日立市公共下水道事業（流関処理区） 

・日立・高萩広域公共下水道事業（広域処理区） 

このうち、本計画では、日立市公共下水道事業（中央処理区）及び那珂久慈流域下水道関連日立

市公共下水道事業（流関処理区）を対象としています。 

（２） 沿革 

ア 日立市公共下水道事業 

昭和４４（１９６９）年から市単独で事業を推進し、令和６（２０２４）年には、計画面積約２，２３２ 

ｈａ、計画人口約７万５千人となっています。 

イ 那珂久慈流域下水道関連日立市公共下水道事業 

茨城県が管理する那珂久慈流域下水道に接続する下水道整備事業として進められ、全体計画

の構成市町村は６市２町１村（日立市、ひたちなか市、常陸太田市、水戸市、那珂市、常陸大宮市、

大洗町、城里町、東海村）で構成されています。事業は昭和５２（１９７７）年に着手され、本市は、

昭和５９（１９８４）年から事業に参画し、令和６（２０２４）年には、計画面積約２，１７２千ｈａ、計画

人口約５万２千人となっています。 

 

（３） 事業の現況 

■日立市下水道事業の概要（令和７年３月３１日現在 令和６年度決算値） 

ア 業務と施設 

■日立市公共下水道事業 

供用開始 １９７３年（昭和４８年）４月１日 

計画処理人口 ７4，158 人 

計画処理水量 62,004ｍ３／日 

人口普及率 

（処理区域内人口／行政人口） 
９９．７％ 

水洗化率 

（水洗化人口／処理区域内人口） 
９９．９％ 

終末処理場 
池の川処理場 

処理能力８４，０００ｍ３／日 

 

 

 

第３章 下水道事業 
 

Ⅲ 事業概要 

第３章 

下水道事業 
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■那珂久慈流域下水道関連日立市公共下水道事業 

供用開始 １９８９年（平成元年）４月１日 

計画処理人口 ５2，400 人 

計画処理水量 29,207ｍ３／日 

人口普及率 

（処理区域内人口／行政人口） 
９９．７％ 

水洗化率 

（水洗化人口／処理区域内人口） 
９９.2％ 

終末処理場 

那珂久慈浄化センター 

（ひたちなか市） 

処理能力２３６，２００ｍ３／日 

令和６（２０２４）年度決算統計より 

イ 使用料 

本市の使用料体系は、基本水量を１０㎥として、超過使用に対して逓増制の使用料体系をとっ

ています。また、令和７（２０２５）年３月末現在の本市の下水道使用料は、県内では１３番目とい

う比較的低水準にあり、平成９（１９９７）年６月に改定（平均改定率２１．８％）を行ったものです。 

 

ウ 組織 

下水道事業は、昭和６１（１９８６）年に地方公営企業法を適用し、平成１８（２００６）年からは水

道事業と組織を統合し運営しています。事務部門である総務課、経理課及び料金課と、技術部門

である下水道課、下水道課雨水整備推進室及び浄化センターで構成されております。 
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 ２ 現状と課題 

（１） 人口・水需要の動向 

ア 行政人口、処理区域内人口及び水洗化人口の予測 

本市の行政人口処理区域内人口、水洗化人口については減少傾向にあります。 

令和６（２０２４）年度から令和１７（２０３５）年度の予測では、行政人口は約２８，０００人     

（△１４．９％）の減少となり、水洗化人口では約１９，０００人（△１４．９％）の減少となる見込みです。 

行政人口、処理区域内人口及び水洗化人口の推移 

 

 

イ 有収水量の予測 

使用料収入の対象となる有収水量は水洗化人口の減少に伴って、減少傾向で推移し、令和 

１７（２０３５）年度には、令和６（２０２４）年度に比べ、約 14％減少する見込みです。 

有収水量の推移 
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 ウ 使用料収入の予測 

水洗化人口及び有収水量の見通しから使用料収入は、令和６（２０２４）年度から令和１７    

（２０３５）年度には、約２億 8,600 万円（△12.1％）の減となる見込みで、厳しい見通しとなっ

ています。 

使用料収入の推移 

（２） 普及状況（普及率＝処理区域人口／行政人口）、水洗化率＝水洗化人口／処理区域人口） 

令和６（２０２４）年度の本市の普及率（99.7％）及び水洗化率（９９．６％）は県内平均に比べ高

い水準となっており、今後も同程度で推移が見込まれます。 

 

（３） 水質の状況 

 池の川処理場では、下水道法で定められた放流水の検査に加え、流入水や処理工程水の検査

も実施しています。また、有害物質等を使用している事業場に対して、定期的に立入検査を実施し、

排水の水質分析を行うなど、事業場排水の監視及び指導を行っています。 

 

（４） 施設状況 

処理場、中継ポンプ場及び管路施設は、整備からすでに５０年以上が経過しているものもあり、

効率的な予防保全型の維持管理を行うとともに、施設の老朽化及び地震対策を踏まえた計画的

な改築更新を実施する必要があります。また、人口減少等により、施設利用率が低下していること

から、今後は、施設の最適な運用や改築を検討することも必要です。 

 

（５） 地震対策の状況 

これまで、地震対策計画に基づき、市役所や消防拠点施設、避難所等からの排水を受ける耐震

上重要な幹線管渠を対象に、マンホールの浮上防止対策、マンホールとの接続部分の可とう化対

策、マンホールトイレの整備を進めてきました。 

池の川処理場の耐震化率は 33.3％となっています。また、中継ポンプ場についても早急な耐

震化が求められています。 
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（６） 浸水対策の状況 

日立市公共下水道雨水基本構想を踏まえた雨水整備事業は、一部を除き浸水対策としての雨

水管渠の整備が完了しました。 

また、令和５年（２０２３）年９月に発生した台風１３号により被災した池の川処理場等の下水道施

設は、令和６（２０２４）年度に復旧工事を完了し、令和７（２０２５）年度には、池の川処理場の耐水

化計画を策定し、その一環として、隣接する泉川の氾濫による被害を軽減するための止水壁整備

工事と管理棟耐水扉設置工事を実施しました。今後は、池の川処理場の改修計画と併せて耐水化

計画に基づく浸水対策を計画的に進める必要があります。 

 

（７） 危機管理体制の状況 

災害時に備えて、関係団体等との災害時応急復旧等に関する協定を締結するとともに、日立市

公共下水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）や災害時の応急復旧訓練等の防災訓練を実施しています。

今後も地域コミュニティや関係団体等との連携強化に努め、危機管理体制の強化を図る必要があ

ります。 

 

（８） 環境・エネルギー対策 

下水汚泥については、茨城県が管理する那珂久慈浄化センター内の那珂久慈ブロック広域汚泥

処理施設において、焼却して安定化処分をするほか、肥料の原料として有効利用しています。ま

た、汚泥処理の際に発生する消化ガスについては、池の川処理場に消化ガス発電設備を導入し、

場内で使用する電気の約３０％を賄っています。 

 

（９） お客様サービス、情報の提供・共有 

水道事業と同様に、クレジットカード決済の導入等によるお客様の利便性やサービス向上に取

り組むほか、ＳＮＳ等を活用した情報発信などに取り組んでいます。今後も事業を円滑に進めるた

めに、各種情報発信に努め、市民の皆様に事業への関心を持っていただく必要があります。 

 

（１０） 経営効率化の状況 

下水道事業は、水道事業と組織を統一し、業務の効率化に取り組んできたほか、池の川処理場

の維持管理業務等において、既に民間事業者等への業務委託を実施しています。 

令和７（２０２５）年度には、ウォーターＰＰＰの導入可能性調査を実施し、今後は、この調査結果

を踏まえて、池の川処理場等の包括的民間委託について検討するなど、更なる経営効率化に取り

組む必要があります。 

経営効率化に係る取組 

 

 

 

 各種職員手当の廃止 

 納入通知書の現地投函 

 特定財源の積極的な活用 

 広告紙への有料広告の掲載 

 企業債の繰上げ償還 

 

 上下水道料金システムの見直し 

 不明水対策 
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 （１１） 経営状況 

令和５（２０２３）年度では全国類似団体平均（１07．76％）より低い水準（１０７．３５％）となって

いますが、経常収支比率は１００％を超え、安定的な経営が図られています。しかし、経年推移では、

令和２（２０２０）年度以降減少傾向であり、令和６（２０２４）年度には３％以上の低下が見られます。

今後も使用料収入等の減少により数値の悪化が予想されることから、効率的な企業運営が求めら

れます。 

■経常収支比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

                                     

                            

      

      

      

      

      

      

      

（年度）
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 ３ 経営の基本方針 

（１） 基本理念 

基本理念を「未来へつづく「安全」で「安定」した下水道をめざして」とし、更なる健全な事業経営

に努め、安定した良好なサービス提供を目指します。 

基本理念 未来へつづく「安全」で「安定」した下水道をめざして 

 

（２） 基本方針 

基本方針 概要 

快適な生活環境の実現 

快適な水環境を維持するため、老朽化した下水道施設の計画的な修繕・更

新を推進するとともに、適切な施設維持管理を実施し、安定した快適な生活環

境の実現をめざします。 

安全で安心な暮らしの 

実現と資源の有効利用 

下水道施設の計画的な耐震化や浸水対策等の実施など、災害に強い下水道

の確立とともに、汚泥や再処理水の活用など、資源の有効利用に取り組みま

す。 

満足される 

お客様サービスの確保 

積極的な情報提供やイベント等を通して、下水道事業に対する市民の理解を

得るとともに、ニーズに対応したサービスの確保に取り組みます。 

下水道の運営基盤の改

善 

人口減少に伴う使用料収入の減少や施設の老朽化に伴う更新費用が増大す

る中においてもサービスを継続するため、下水道の運営基盤の改善に取り組

みます。 

 

４ 投資・財政計画 

（１） 投資試算 

各投資事業の考え方と費用の見通し 

ア 数値目標（投資目標）の設定 

本計画では、投資試算において、計画期間に達成すべき以下の目標を設定します。 

数値目標（投資目標） 

          年度 

区分 
Ｒ８（２０２6） Ｒ１２（２０30） Ｒ１７（２０35） 

管渠改善率 ０．２２％ ０．２２％ ０．２２％ 

有収率 76.7％ 76.9％ 77.1％ 

施設利用率 ５５.0％ ５1.8％ 47.8％ 

幹線管渠の耐震化率 48.9％ 65.8％ 87.0％ 

処理場の耐震化率 38.9％ 50.0％ 61.1％ 

管路老朽化率 14.3％ 30.4％ 44.9％ 
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イ 改築更新事業の主な内容 

汚水管渠については、道路陥没の防止や有収率の改善を目的とした長寿命化対策と地震

対策等を行います。また、今後の人口減少を踏まえて、水処理施設の更新時に適正な規模へ

の見直しを行っていきます。 

雨水管渠については、５０年以上が経過した雨水施設の老朽化対策事業を行います。 

（ア） 施設 

    ① 処理場施設 

     日立市下水道ストックマネジメント計画（Ⅱ期）に基づき、池の川処理場の沈砂池施設、

Ａ系水処理施設等を順次改築していきます。池の川処理場には二つの処理系列があり、

それぞれの最初沈殿池、反応タンク、最終沈殿池について、今後の処理水量の減少を見

据えたダウンサイジングを行います。 

池の川処理場のダウンサイジング 

汚水処理能力：現状 ８４，０００㎥／日 → ４３，０００㎥／日 

② ポンプ場施設 

     処理場施設と同様に日立市下水道ストックマネジメント計画（Ⅱ期）に基づき、ポンプ

本体の長寿命化を図り、健全度判定を踏まえた改築工事を進めてきます。 

（イ） 管渠 

    ① 汚水管渠 

日立市下水道ストックマネジメント計画（Ⅱ期）により定めた優先度（経過年数、鋳鉄コ

ンクリートの割合、異常箇所数等）に基づき、改築更新事業を実施します。 

② 雨水管渠 

日立市下水道ストックマネジメント計画（Ⅱ期）に基づき、築造から５０年以上が経過し

た雨水管渠の改築更新事業を実施します。 

（ウ） 耐震化事業 

     管渠については、日立市下水道総合地震対策計画（第４期）に定めた重要な幹線等に

ついて耐震診断を行ったうえで、マンホール浮上防止対策等を進めます。 

     施設については、池の川処理場のＢ系機械棟、汚泥処理施設の耐震化を図るとともに、

滑川、桐木田、河原子等の各中継ポンプ場の耐震化を進めます。 

 

（２） 投資以外の経費 

投資以外の経費は、管渠、ポンプ場、処理場の維持管理費用、事務的経費、減価償却費や企業債

利息等の経費です。これらの経費は、周期的な修繕や委託の実施、物価上昇による動力費の増加

等により、計画期間内で変動が見込まれます。 
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（３） 財源試算 

ア 数値目標の設定 

          年度 

区分 
令和８（２０２６） 令和１２（２０３０） 令和１７（２０３５） 

経常収支比率 １００．３５％ １００．２８％ １００．１８％ 

経費回収率 １００．００％ １００．００％ １００．００％ 

資金残高 １３1 百万円 ３８3 百万円 ８２７百万円 

イ 収益的収入及び資本的収入 

収益的収入は、下水道事業の経営の根幹をなす収入で、下水道使用料収入が中心となります。

今後は、人口減少に伴う水需要の減少が見込まれるため、下水道使用料収入も減少していきま

す。資本的収入は、建設改良事業の財源である企業債や国県補助金、その他企業債の償還に充

てるための財源である一般会計からの繰入金等の収入です。 

 

（４） 投資・財政計画 

ア 収益的収支 

純損益は、本計画期間では、繰出基準に基づく一般会計からの繰入により、収支バランスは均

衡する見込みですが、令和１８（２０３６）年度以降は、周期的な修繕費の増加や下水道使用料の

減少等により、一般会計からの繰入増加による財政負担の拡大が懸念されます。 

 

イ 資本的収支 

施設や汚水管渠の改築及び耐震化事業費と、雨水管渠の改築更新事業費を計上した建設改

良費は、令和８（２０２６）年度は約２４億円、その後は年約１５億円から２０億円程度で推移する見

込みです。 

資金残高については、令和３（２０２１）年度以降は資金不足が解消されており、令和８（２０２６）

年度には約１億３千万円となります。それ以降も、資金残高を確保できる見込みです。 

企業債未償還残高については、計画期間内は建設改良費が一定程度に抑制されていること等

から、減少傾向を示しますが、その後は建設改良費の伸びに合わせて、再び増加していくことが

見込まれます。 
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■収益的収支           （百万円） 

年度  

項目  

Ｒ８ 

２０２６ 

Ｒ９ 

２０２７ 

Ｒ１０ 

２０２８ 

Ｒ１１ 

２０２９ 

Ｒ１２ 

２０３０ 

Ｒ１３ 

２０３１ 

Ｒ１４ 

２０３２ 

Ｒ１５ 

２０３３ 

Ｒ１６ 

２０３４ 

Ｒ１7 

２０３5 
合計 

収益的収入 ３，６１４ ３，６３８ ３，６１４ ３，５９８ ３，５５５ ３，５７９ ３，５４９ ３，５７４ ３，５３３ ３，５８６ ３５，８４０ 

  （うち使用料） ２，２９７ ２，２７１ ２，２４６ ２，２２０ ２，１９５ ２，１７０ ２，１４５ ２，１２０ ２，０９６ ２，０７２ ２１，８３２ 

収益的支出  ３，６０２ ３，６２７ ３，６０３ ３，５８８ ３，５４５ ３，５７０ ３，５４０ ３，５６７ ３，５２５ ３，５７９ ３５，７４６ 

当年度純損益  １２ １１ １１ １０ １０ ９ ９ ７ ８ ７ ９４ 

 

 

■資本的収支           （百万円） 

年度  

項目  

Ｒ８ 

２０２６ 

Ｒ９ 

２０２７ 

Ｒ１０ 

２０２８ 

Ｒ１１ 

２０２９ 

Ｒ１２ 

２０３０ 

Ｒ１３ 

２０３１ 

Ｒ１４ 

２０３２ 

Ｒ１５ 

２０３３ 

Ｒ１６ 

２０３４ 

Ｒ１7 

２０３5 
合計 

資本的収入  ２，２８４ １，７０１ １，８３９ １，８８４ １，５２８ １，６４６ １，７２６ １，６６３ １，６５９ １，３８０ １７，３１０ 

  （うち企業債） １，０６９ ７２９ ８１４ ８６６ ６８５ ７３６ ７６１ ７３８ ７７８ ６２９ ７，８０５ 

 （うち国庫補助金） 997 750 797 779 594 652 699 650 688 561 7,167 

資本的支出  ３，３１７ ２，６９６ ２，７４１ ２，７４１ ２，３３４ ２，４７２ ２，６０１ ２，５０１ ２，３６７ ２，０６３ ２５，８３３ 

  （うち建設改良費） ２，３５３ １，７８６ １，８９３ １，９００ １，５１９ １，６２８ １，７４７ １，６３９ １，７３５ １，４３５ １７，６３５ 

  （うち企業債償還金） ９６４ ９１０ ８４８ ８４１ ８１５ ８４４ ８５４ ８６２ ６３２ ６２８ ８，１９８ 

資本的収支（△不足） △１，０３３ △９９５ △９０２ △８５７ △８０６ △８２６ △８７５ △８３８ △７０８ △６８３ △８，５２３ 

資金残高 １３１ １１９ １８５ ２８０ ３８３ ４６６ ４７５ ５２４ ６６３ ８２７  

企業債未償還残高 ９，４７６ ９，２９５ ９，２６０ ９，２８６ ９，１５６ ９，０４８ ８，９５５ ８，８３１ ８，９７７ ８，９７７  

※ 資本的収支不足額は内部留保資金等により補填します。 

※ 各表は百万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。 
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 （５） 今後の業績指標向上へのロードマップ 

経営の健全性を示す業績指標に係る数値目標の達成に向けて、次のロードマップのとおり、毎

年経営戦略の取組について検証を行うとともに、５年ごとに経営戦略の改定と投資・財政計画の

試算及び使用料改定の必要性について検討します。 

ア 経営健全化に関する定量的な業績指標及び目標年限 

 

（ア） 下水道事業 目標 

 

（イ） ロードマップ 

年 度

区分 

Ｒ７ 
（２０２５） 

Ｒ８ 
（２０２６） 

Ｒ９ 
（２０２７） 

Ｒ１０ 
（２０２８） 

Ｒ１１ 
（２０２９） 

Ｒ１２ 
（２０３０） 

Ｒ１３ 
（２０３１） 

Ｒ１４ 
（２０３２） 

Ｒ１５ 
（２０３３） 

Ｒ１６ 
（２０３４） 

Ｒ１７ 
（２０３５） 

Ｒ１８ 
（２０３６） 

経営戦略改定 ◎     ◎     ◎  

経営戦略取組・ 

効果の検証 
            

収支再計算・ 

使用料改定の検討 
◎     ◎     ◎  

必要に応じた 

使用料改定の実施 
      ◎     ◎ 

 

イ 収入増加及び支出削減の具体的取組等 

水道事業と同様に収入増加に向けて５年ごと毎に投資・財政計画を試算の上、使用料改定の

必要性を検討するとともに、支出削減に向けて、ウォーターＰＰＰ等の民間活用やデジタル活用

について検討します。なお、数値目標の向上に向けて、下水処理施設における機械設備の効率的

な運転による動力費のほか、検針業務の効率化による委託料の削減など、経費削減に係る取組

を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      年度

区分 

令和６年度決算 

（現状値） 

令和８（２０２６） 

年度見込み 

令和１２（２０３０）

年度目標 

令和１７（２０３５）

年度目標 

経常収支比率 １０７．４８％ １００．３５％ １００．２８％ １００．１８％ 

経費回収率 １００．１８％ １００．００％ １００．００％ １００．００％ 
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 ５ 基本施策  

 

快適な生活環境の実現 

（１） 公共用水域の水質保全 

池の川処理場の適正な維持管理を行い、放流水の水質管理に努めます。また、人の健康や生活被

害を及ぼすおそれのある物質を排出する事業場への立入監査を定期的に実施し、排水基準遵守の

徹底を促すことで適正な排水の監視を継続して行います。 

安全で安心な暮らしの実現と資源の有効利用 

（1） 老朽化施設の改築・更新 

予防保全と長寿命化の取組を基本としつつ、令和６（２０２４）年度に策定した「日立市下水道スト

ックマネジメント計画（Ⅱ期）」に基づき、老朽化した管路の改築・更新を計画的に進めるほか、池の

川処理場の機械・電気設備の改築工事を実施し、施設の安定稼働と機能向上を図るなど、将来にわ

たる安定的な下水道の確立に努めます。 

また、関係省庁との個別協議を行うなど、積極的な特定財源の確保に努めます。 

（2） 耐震化への取組 

ア 施設の耐震化 

総合地震対策計画に基づき、池の川処理場や中継ポンプ場の耐震化とともに、液状化によるマ

ンホール浮上防止対策、マンホール接続部の可とう化（耐震継手）対策を実施します。また、災害時

の対応として避難所等へのマンホールトイレの整備を計画的に進めます。 

イ 浸水対策 

雨水管渠及び雨水調整池等の適切な維持管理と耐水化計画に基づく浸水対策を進めるととも

に、河川管理者と連携して浸水被害の防止に取り組みます。 

（3） 危機管理等の体制整備 

関連事業者団体等との応急復旧に関する協定の締結や東日本大震災を教訓とした企業局防災訓

練を実施するほか、2015 年に策定した「日立市公共下水道事業業務継続計画（BCP）」の見直しを

進めるなど、危機管理体制の整備に取り組みます。 

（４） 資源の有効利用 

池の川処理場で取り組んできた、消化ガス（メタンガス）を燃料とする消化ガス発電や下水汚泥の

セメント原料、堆肥原料への有効利用等を基本に、他事業体の先進的な取組を研究しながら、積極

的に資源の有効利用を検討します。 

（５） 住民との連携 

発災時の各避難所等でのマンホールトイレの設置、運用を迅速かつ適切に実施するために、地域

コミュニティ等と連携したより実効性の伴う防災訓練を行いながら、地域住民との連携体制を構築

します。 

満足されるお客様サービスの確保 

（１） 情報の提供・広報啓発活動 

広報紙やＳＮＳ、ＹｏｕＴｕｂｅを活用した事業紹介等、これまでの取組を基本とし、人口減少等に伴

う使用料収入の減少や下水道施設の更新・耐震化事業の必要性等について、市民の理解を得られる

よう広報活動の充実に努めます。 
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下水道事業の運営基盤の改善 

（１） 効率的な組織の整備 

事務事業の見直しやＤＸの推進、民間活用の可能性検討などの経営の効率化を進めながら、将来

必要となる大規模更新事業を見据えた組織と職員数の適正化に努めます。 

（２） 技術継承と人材育成 

職員の退職に伴う技術・ノウハウの喪失への対策として、職場内研修（ＯＪＴ）を中心とした若手職

員の育成を行うとともに、下水道協会等の外部団体が主催する下水道に係る専門的な研修へ職員

派遣を積極的に実施するなど、一層の技術継承と人材育成の充実、強化を図ります。 

（３） 広域化の推進 

本市においては、南部の流関処理区は、県の流域下水道に接続しており、北部の広域処理区で

は、高萩市と一部事務組合を組織し、処理を行うなど、ハード面においては既に一定の広域化を図

っています。今後は、茨城県が令和４（２０２２）年度に策定した広域化・共同化計画で掲げられた、災

害時対応の共同化や人材育成の共同化等のソフト面での広域化・共同化を検討していきます。 

（４） 民間の資金・ノウハウの活用等 

下水道使用料の検針事務や収納事務等の包括的民間委託のほか、令和７（２０２５）年度に実施し

たウォーターＰＰＰ導入可能性調査の結果を踏まえ、具体の包括的民間委託の手法について検討し

ていきます。 

（５） 使用料改定 

人口減少等により下水道使用料は、令和８（２０２６）年度から令和１７（２０３５）年度の１０年間で、

さらに約２億２，５００万円、約９．８％の減少が見込まれます。 

これにより一般会計からの繰出金も、当該期間において、約３億１，７００万円の増加となることが

見込まれることから、下水道サービスにおける受益者負担の適正化と一般会計の負担軽減を図る観

点において、今後も５年ごとに実施する投資・財政計画の見直しの中で、下水道使用料の改定を検

討します。 

（６） 施設・設備の統廃合、合理化 

人口減少等に伴う流入汚水量の減少が想定されるため、池の川処理場の施設能力の見直しが必

要となります。今後も、最初沈殿池や反応タンク、最終沈殿池等の施設について、適正な施設規模の

整備に努めていきます。 

（７） 予防保全型維持管理 

下水道施設については、計画的な点検・調査を継続し、下水道施設について更にデータを蓄積す

るとともに、より精度の高い評価を行うなど、正確な状態把握に基づいた効率的な改築更新事業を

実施していきます。 
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（８） その他経営基盤強化に関する事項 

ア 生成ＡＩのほか、Ｗｅｂ会議システムや上下水道施設台帳管理システムなどのＩＣＴツールを

活用することでＤＸを推進します。 

イ 電力供給がひっ迫する時間帯に電力使用量を抑制することで報酬が得られる「デマンドレ

スポンス」の導入による、社会貢献と新たな収入の確保を検討します。 

ウ 老朽管を中心に、必要性や緊急度の高い部分から改築更新を進めるとともに、管渠内テ

レビカメラ調査及び令和６（２０２４）年度から導入した簡易的に管渠の状況把握が行えるス

クリーニング（簡易直視型カメラ）調査を計画的に実施し、有収率向上に取り組みます。 

エ 施設の老朽化対策等に係る特定財源の確保を図るため、茨城県下水道協会を通じた国等

への要望活動を実施します。 
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ＰＤＣＡサイクルの実行 

経営戦略はＰＤＣＡサイクルにおける計画（Ｐｌａｎ）に位置付けられます。今後は実行（Ｄｏ）、検証 

（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）等のＰＤＣＡサイクルを確実に実施した上でおおむね５年ごとに計画を見

直し、公表します。 

また、日立市上下水道事業経営審議会から経営状況や計画の取組状況について、意見を求める

等、チェック機能の充実を図り、経営の健全化、効率化に取り組みます。 

■ＰＤＣＡサイクルイメージ 

 

第４章 経営戦略の検証等 
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